
令和７年２月 

お知らせ 
 

選手権へのエントリーに関し、以下の点につきまして変更がありますのでご注

意願います。 

 

＜変更内容＞ 

 

〇対象となる選手権 

 【シニア選手権】 

 

〇内容 

 同一年度内に他クラブで開催される同種の選手権との重複エントリーはご遠

慮ください。 

 

 ※従前から【クラブ選手権】以外の選手権においては特段の制限をしており

ませんでしたが、本年度開催の当該選手権より適用となります。 

 

〇理由 

 ゴルフ倶楽部にとりまして、【シニア選手権】は【クラブ選手権】と並ぶ重

要な選手権であり、当該選手権の優勝者は次年度【中部シニアオープン本

戦】への出場資格が得られる大会の一つである【中部シニアチャンピオンズ

ゴルフ選手権競技】（優勝者に権利あり）への出場が可能となります。 

こうした背景がある中、チャレンジ機会均等の公平性の観点から、【クラブ

選手権】と同等の制限を設ける主旨の判断に至ったものであります。 

尚、他の選手権につきましては、当面、これまでと同様に他クラブで開催さ

れる同種の選手権との重複エントリーに制限は設けない方針であります。 

  

 ※今回の決定につきましては、令和７年２月１０日に開催されました当倶楽

部の競技委員会での審議結果であります。 

  

 皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

各務原カントリー倶楽部 


